


序　　　　　文

　モンゴル国は世界的にも有数の鉱物資源保有国であり、開発計画においても経済成長の牽引役

として鉱業が極めて重要視されています。特に銅の埋蔵量は世界有数といわれており、そのほか

にも金、鉛、亜鉛、石炭、蛍石、モリブデン、スズ、タングステンなどが産出されています。モ

ンゴル国政府は、鉱物資源開発を発展させることは、同国の産業・経済発展のための戦略のなか

でも最も重要なことととらえており、1990年まではソ連・東欧諸国の援助を受けつつ、鉱物資源

に関する調査を実施してきました。しかしながら、ソ連の解体などにより東側諸国からの援助が

大幅に縮小され、同国は西側諸国に協力を求めざるを得ない状況になりました。これを受け、モ

ンゴル国政府は、我が国に対して地下資源に関する地質調査及び資源探査の技術向上を目的とし

たプロジェクト方式技術協力を1991年５月に要請し、 我が国政府はこの要請を受けて、国際協力

事業団（JICA）を通じて一連の調査を行い、1994年３月９日から５年間にわたる協力を行いまし

た。

　プロジェクト終了後２年が経過し、一部の機材についてはスペアパーツの供給や修理が不可欠

な状況になったうえ、国際的にも地質図・鉱物資源分布図の精度向上が求められるようになりま

した。そのため、モンゴル国政府は、我が国政府に対し、現行の地質調査センター（旧地質鉱物

資源研究所）のキャパシティー向上のための技術協力を要請し、これを受けて派遣されたアフ

ターケア調査団によって現地の状況が確認され、2002年３月９日から2004年３月31日までの予

定で本件「モンゴル地質鉱物資源研究所協力アフターケアプロジェクト」を開始しました。現在

プロジェクトサイトには、地質学指導のための長期専門家１名が赴任しており、2002年度は分析

機器や鉱物関連の短期専門家３名を派遣しました。2002年３月のプロジェクト開始から立ち上げ

はスムーズに行われ、2002年度来、野外調査を実施し、その結果に基づくデータ収集・解析方法

や学会誌の発行等、情報発信基盤の整備に関する技術移転が進みつつあります。

　本報告書は、2004年３月の本協力期間の終了を控えた現在における活動実績、カウンターパー

トへの技術移転の進捗状況や達成度に関し、プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）

手法に基づいて評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から、

日本国・モンゴル国双方で確認を行い、残りのプロジェクト期間の活動について協議した結果を

取りまとめたものです。本報告書が、今後のプロジェクトの展開や、類似案件の実施に広く活用

されることを願います。

　ここに、本調査団の派遣に対してご協力頂いた外務省、経済産業省など、内外関係各機関の

方々に深甚の謝意を表するとともに、併せて引き続き一層のご支援をお願いする次第です。
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第１章　運営指導調査の概要及び目的

１－１　調査目的と主な調査項目

　本調査団は、主に下記の３項目についてモンゴル国（以下、「モンゴル」と記す）側、モンゴ

ル側カウンターパート（C／ P）及びプロジェクト専門家との協議を行うことを目的として派遣

された。前者２項目については内容を付属資料１．のとおりに討議議事録（M／M）に記し、モ

ンゴル側と署名・交換した。

（1）プロジェクト活動の成果

　プロジェクト終了に向け、今までの活動実績と成果に関してモンゴル側、専門家と確認、整

理する。

（2）プロジェクト終了までの活動計画及び終了後のモンゴル側の体制

　モンゴル側が協力終了後自立的に活動を実施できるようにするために、残り半年で必要なプ

ロジェクト活動等について協議し、終了後モンゴル側がとるべき措置について確認する。

（3）鉱工業分野一般における今後の協力について

　モンゴルの鉱工業分野の現状や課題、そして日本との協力のニーズ等について先方関係者、

現地専門家と意見交換を行う。

１－２　調査団構成

担当業務 氏　名 所　　　属

団長／総括 村上　雄祐 国際協力事業団鉱工業開発協力部第二課　課長代理

運 営 管理 寺門　雅代 国際協力事業団鉱工業開発協力部第二課　担当職員
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１－３　調査日程

　調査期間：2003 年７月 20 日（日）～７月 26 日（土）

１－４　主要面談者

（1）モンゴル側

1） 通産省鉱物資源政策調整局（Policy and Coordination Department for Geology and Mineral

Resources, Ministry of Industry and Trade）

Mr. D. Ganbaatar Director

2） 鉱物資源庁（Mineral Resources Authority of Mongolia）

Mr. K. Gantumur Geologist

3）  地質調査センター（Geological Investigation Center：GIC）

Mr. SH. Baasandor Director of Geological Investigation Center

Mr. S. Batmunkh Chief Geologist of GIC

Mr. Shaantar Geologist

日 順 月日（曜日） 時　刻

１ ７月20日（日） 午　後

午　前

２ ７月21日（月） 15:30～ 16:30

16:40～ 19:00

  9:30～ 11:00

11:00～ 11:50

３ ７月22日（火） 11:50～ 12:50

14:30～ 17:15

17:40～ 19:00

10:00～ 12:30

４ ７月23日（水） 14:50～ 16:50

17:20～ 18:00

10:00～ 12:00

５ ７月24日（木） 13:00～ 14:50

15:00～ 17:00

  9:30～ 10:30

６ ７月25日（金）
10:30～ 11:00

11:30～ 00:00

午　後

７ ７月26日（土） 午　前

行　　　程

移動：成田15:00→ソウル17:30（JL955）

移動：ソウル7:40→ウランバートル11:10（KE867）

JICAモンゴル事務所表敬

専門家打合せ

プロジェクト専門家打合せ

地質調査センター長表敬、協議

中央地質分析所副所長表敬、協議

地質調査センターC／P協議

地質調査センターC／Pヒアリング

中央地質分析所C／Pヒアリング

鉱物資源庁表敬、協議

地質調査センターC／Pヒアリング

プロジェクト専門家、C／P打合せ、M／M準備

M／M準備

鉱物資源政策調整局長表敬、M／M署名・交換

ドイツ専門家打合せ

中央地質分析所サイト視察

在モンゴル日本国大使館報告

JICAモンゴル事務所報告、調査結果取りまとめ

移動：ウランバートル8:00→成田12:30（OM501）
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4） 中央地質分析所（Central Geological Laboratory）

Mr. G. Bat-erdene Deputy Director of Central Geological Laboratory

Ms. S. Tuul Chief Engineer of CGL

5） その他本プロジェクト C／ P

（2）日本側

1） 在モンゴル日本国大使館

橋詰　知輝　 二等書記官

2） プロジェクト専門家

高橋　祐平　 長期専門家

中嶋　輝允　 短期専門家

3） JICA モンゴル事務所

平井　敏雄　 所　長

清水　暁　 所　員
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第２章　調査団所感

２－１　総　括

　モンゴル側（C／ P及び関係省庁）及びプロジェクト専門家（高橋長期専門家、中嶋短期専門

家）に対するインタビュー調査を通してプロジェクト成果の確認を行った結果、C／Pに対する

技術移転が順調に進んでいることが確認された。本協力の成果としては、特に次の３点がモンゴ

ル側に評価されていた。これは、本体事業以降醸成されてきた信頼関係の下、日本人専門家が積

極的に C／ Pと一体となって本活動を展開してきた点によるところが大きいと考えられる。

①　最新の供与機材を使いこなした地質図作成や分析をできる人材が育成されたこと

②　国際レベルに対応可能な人材（主に英語の専門用語を用いた活動）が育成されつつあること

③　モンゴル鉱業界に横断的なネットワークが形成されつつあること

　また、プロジェクト終了後に関しては、モンゴルの国家開発計画のなかで鉱業分野は経済発展

のために最も重要な分野に位置づけられ、そのなかで地質調査センター及び中央地質分析所の役

割は非常に重要なものとなっており、モンゴル政府の両機関に対するサポートも大きく、後述の

とおりいくつか注意を要する課題があるものの、自立発展性に大きな問題は生じないものと考え

られる。

　なお、本プロジェクトは予定どおり、2004 年３月 31日に終了することで日本側・モンゴル側

双方で合意した。

２－２　プロジェクト活動の成果

　C／Pや関係者のヒアリング等を通して、各活動の項目に沿って成果を確認した。結果、地質

学分野の長期専門家、野外地質調査分野及び機器分析技術分野の短期専門家派遣、また地質図デ

ジタル化のためのコンピューター、プリンター、ソフトウェア及び分析機器類のスペアパーツの

機材供与により、本アフターケアプロジェクトの活動は順調に推移しており、C／Pに対する野

外調査、及び同結果に基づいたデータ収集・解析方法、地質図の作成等に関する技術移転が進ん

でいることが確認された。

　技術移転方法については、調査現場での積極的な指導や、英語の資料を用いた講義、外部の人

材を巻き込んだ雑誌の発行やセミナーの開催に対する評価が高かった。C／Pに対する現時点で

の技術移転の成果に関しては、特に地質図作成、分析の精度が上がり、一部については定量分析

が可能となり、更に地質図などの成果品についてはユーザーに分かりやすい形での加工ができる

ようになった（各項目別の詳細な状況は、付属資料１．M／M Annex6 を参照）。

　プロジェクト終了までの活動としては、夏期に実施している野外調査の結果の分析技術の指導

や国際セミナーの開催が予定されている。主に、長期専門家と短期専門家（２名）により、分析
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技術の精度や情報加工技術の向上に注力されることとなり、C／Pの期待は高い。機材について

も、最後の機器の情報調査とメンテナンス方法の指導が行われる予定である。

　さらに、これらの活動を引き続き計画に沿って実行する一方、プロジェクト終了を控えた現時

点でプロジェクトの自立発展性を確保するため、

　（1）C／ P機関内部での技術の蓄積とモンゴル鉱業界への技術の普及

　（2）機材のメンテナンス手段及びスペアパーツ調達ルートの確保

の２つの課題に注意して活動を行う旨、モンゴル側並びにプロジェクト専門家と確認を行った。

以下にその内容を記す。

（1）C ／ P 機関内部での技術の蓄積とモンゴル鉱業界への技術の普及

　調査団では、本協力による技術移転の成果を分かりやすい形で取りまとめ、C／ P機関が組

織的に蓄積することがプロジェクトの自立発展性の確保に不可欠である旨、モンゴル側と再確

認した。結果、プロジェクトからは下記のような具体的な発言を得た。

1） 地質調査センターでは、Chief Geologist である Mr. S Batmunkh から、この問題に取り

組む旨、同意を得た。

2） さらに、各活動の担当 C ／ P とも同問題の重要性を共有し、マニュアルや文書のファ

イル化、C／ P同士や元C／ Pとの勉強会や技術交換を通して、技術の共有・蓄積を更に

促進することを確認した。

3） プロジェクト専門家とのインタビューを通し、今までの活動の成果を集大成し、移転

した技術を先方組織に蓄積するという意味からも、プロジェクト終了までの８か月間に、

①野外調査前の若手技術者に対する地質調査法に関する英語版の説明書の作成、②地質試

料の室内分析から鉱床探査の指針を得て、博士レベル向けの説明書の作成、など目に見え

る成果の蓄積に傾注した活動を実施することとした（後述「２－４　プロジェクト終了後

の自立発展性について」も参照のこと）。

　また、C／ P機関がモンゴルの鉱業界での中心的な役割を果たしていくなかで、本協力によ

る成果を更に普及すべきという点についても確認を行い、セミナーの開催や、論文・雑誌の発

行の積極的な実施をモンゴル側に申し入れた。特にセミナーは、プロジェクト活動として2003年

10月に大きな国際セミナーが予定されており、そこでのモンゴル内外の関係者間のネットワー

ク形成が期待される。

（2）機材のメンテナンス手段及びスペアパーツ調達ルートの確保

　自立発展性の確保に関し、技術の蓄積と同時に重要な点として、供与機材のメンテナンス方

法や、スペアパーツや分析試料等の調達ルート確保があげられる。モンゴルでは、供与機材納
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入業者の窓口がほとんどなく、恒常的に必要な試薬も輸入に頼っているうえ、安定的な輸入

ルートがないため、C／ P機関は特にこの問題を重要視しており、調査団に対しては要望が無

秩序に寄せられる結果となった。

　そこで調査団では、第一にC／Pの要望を整理するよう先方に依頼するとともに、並行して

主な機材の現状の確認を行った（付属資料３．参照）。その結果、プロジェクトでは協力終了

前に主要機材のパーツ調達ルート及び相談窓口の確保支援（スペアパーツの現地調達実施によ

るルート作りや、納入業者との連絡ルート作りによる支援）を実施し、今後はモンゴル側が独

自に必要な部品や試薬を入手できるように助力することとした。

２－３　プロジェクト全体の成果（評価５項目に沿った確認）

　JICA事業評価ガイドラインに沿って、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自

立発展性）により、プロジェクト成果の確認を行った。評価の概要は以下のとおりである。

（1）評価概要

　プロジェクトは効果的に実施され、特にC／P機関の技術及び情報レベルといったキャパ

シティーの向上に貢献しており、結果としてC／P機関による各サービスに対するデマンド

の増加に寄与していることが確認された。この結果、プロジェクトは予定どおり、2004年３月

31 日に終了することを両国関係者（日本側、モンゴル側）にて確認した。

（2）妥当性

　両国関係者は、本プロジェクトでの活動は、第一に鉱業セクターがモンゴルの発展におい

て重要な位置を占めていること、第二に本協力の活動は、このように重要な鉱業セクターに

おける中心的な機関のキャパシティー向上に主眼を置いていることにかんがみ、その妥当性

が高いことを確認した。

（3）有効性

　本協力のプロジェクト目標（地質調査センターと中央地質分析所の能力、特に地質図作成

や鉱物資源評価分析に関する能力を向上させる）は、順調に達成されつつある。プロジェク

トでの活動により、特に以下の２点が目標の達成に貢献していることが確認された。結果、

プロジェクト終了までに計画どおりの活動を継続し、予定どおりの成果を得ることができる

旨、確認された。

1） 基礎的なインフラの整備や、地質図作成や分析に関する初級・上級レベルの技術がC／P

に移転されていること
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2） 国際レベルでの活動を実施できるような C ／ P の能力の向上に努めていること

（4）効率性

　分析技術に関する短期専門家派遣以外では、投入は計画どおり行われ、成果の達成に貢献

していることが確認された。

（5）インパクト

　統計データはないものの、下記のようなプロジェクトによる正の間接的・波及的効果が認

められた。

1） 元 C ／ P は現在大学、学会、民間会社、国の組織など、モンゴルの鉱業界で広く活

躍しており、同業界の発展に寄与している。地質調査センターは、これらC／ Pとは現

在も交流を継続し、技術・情報交換などを実施しており、プロジェクトで育った人材が

うまく技術の波及や循環に寄与するシステムができあがっているといえる。

2） プロジェクトで実施しているセミナーや雑誌発行は、C／Pの能力向上のみならず、

モンゴルの鉱業界全体の関係者のネットワーク構築や技術力の向上に広く貢献している。

3） 地質調査センターの地質図作成能力の向上は、競争などを通じて間接的に他の民間会

社の能力、ひいてはモンゴルの鉱業界全体の能力向上にも寄与している。

4） 中央地質分析所では、最近は分析機器を利用して水や水銀など、昨今モンゴルで関心

の高まりつつある環境影響に関する分析を実施することができるようになり、間接的に

環境の側面での貢献がみられる。

（6）自立発展性

　調査団では、プロジェクト終了が近いことにかんがみ、本項目を最重視して評価・協議を

行った。結果については、後述「２－４　プロジェクト終了後の自立発展性について」を参照

のこと。
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２－４　プロジェクト終了後の自立発展性について

（1）地質調査センター

1） 制度・組織面

　モンゴルの国家開発計画のなかで、鉱業分野は経済発展のため最も重要な分野に位置づけ

られており、また鉱物資源開発計画のなかの方針として、外国資本を中心とした民間資本の

導入と、2005年までに全土の30％を５万分の１の地質図でカバーするというものがある（現

在５万分の１の地質図は約 17％をカバーしている。20 万分の１のものは現行モンゴル全土

のほぼ 100％をカバーしている）。

　モンゴル側の説明では、５万分の１の地質図を推進するための地質調査を遂行する組織と

して地質調査センターの役割は重要なものであり、鉱物資源政策調整局では、同センターの

組織的な強化も考えている模様。今後 10 年間は今までどおり、国営企業の形態で組織は存

続する見込みである。なお、モンゴル政府は民営化を禁じている国の組織のリストをもって

おり、そのなかに地質調査センターと中央地質分析所が入っているとのことである。

　このため、今後しばらくは地質調査センターの制度･組織面の自立発展性に大きな問題は

生じないと考えられるが、適宜状況を確認する必要はあると思われる。

2） 財政面

　下記のとおり、モンゴル政府は地質調査センターを鉱業分野の中核組織のひとつに位置づ

けており、国からの予算は絶対量は少ないとはいえ年々増加傾向にもあることから、自己収

入の確保という課題はあるものの、当面は財政面で本プロジェクト成果を著しく阻害するこ

とはないのではないかと思われる。

【総合評価】地質調査センターは国の鉱業政

策の実行を中心的に担っており、制度的、財

政的にも比較的安定している。本協力の結

果、技術力も現在のデマンドには十分合致で

きるようになってきているといえる。しかし

ながら、今後同センターが発展的に活動を展

開するためには、技術力の保持・向上、それ

に必要な人材の確保、更にはそのために不可

欠となる付加的な財源の確保が鍵となってく

るだろう。特に、現在の技術の組織的蓄積及

び向上に注意を払いつつ、財源拡大策として

現在検討の進んでいる鉱山調査等の実施に関

しては、綿密なコスト計算に基づく慎重な展

開に留意する必要があると思われる。

地質調査センター総合評価
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①　モンゴル政府全体の地質調査のための予算は年々増加傾向にあり、2003年は15億トゥ

グルグ（Tg）、2004年（見込み）は25億トゥグルグが手当てされている。このうち地

質調査センター予算は、2003年度は３億トゥグルグである。３億トゥグルグのなかに

は、活動費として下記ASTERデータの解析業務、５万分の１の地質図作成業務が含

まれており、最低限の活動を実施するのには過不足ない程度にすぎない。

②　地質調査センターはASTERデータの解析業務により、年間1,200万トゥグルグから

1,500万トゥグルグ相当の業務を実施している。また、国が発注する５万分の１の地質

図に関しては、競争入札により落札者が決定されるが、50 ～ 60％を地質調査セン

ター、残りを民間業者が受注している。現在同センターは受注した12か所の現場と、

2003年11回の入札中落札した３件の計15件の案件を抱えているが、政府の入札予算

は限られており、また入札競争も厳しくあまり大きな利益とはならない。作成した

５万分の１の地質図は国の地質情報センターに納入することとなるため、これらの地

質図を地質調査センターが他者に販売したり、有料で情報を提供したりすることは禁

止されており、この点から地質調査センターが独自利益を確保することは難しい。

③　財政面で地質調査センターが独自の収入を確保するためには、上記の活動の効率的

な実施により予算を節約し、その節約分を同センターの収入として計上する方法があ

る。収入は決められた内容のなかで同センターが独自に使うことができ、実際に調査

実施の節約分を職員のボーナスという形で分配している例がある。また、同センター

の将来計画として、外国援助機関等の資金によってダイヤモンド、白金の調査を実施

し、調査によって得たデータを有料提供し、利益を得るというものがあるが、今のと

ころ具体化はしていない。

④　モンゴル政府としては、地質調査センターが予算の節約、独自の活動によって自己

収入をあげることに関しては何ら制約を課しておらず、一層促進してほしいという意

向である。また、同センターとしても後述のとおり、財源確保は人材流出防止の観点

からも重要な課題としてとらえている。しかしながら、同センターの活動の大半が国

からの委託業務（ASTERデータの解析業務、地質図作成等）であるため、利益確保は

難しく、自己収入確保のためには民間企業からの調査依頼を増やすことが課題と認識

しており、国からの委託以外での地質調査等を検討している模様である。現時点では

具体的な対応はとられていない。
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3） 技術面

①　組織の安定のためには人材の流出を防ぐことが重要項目であると、モンゴル側も認識し

ている。人材流出の大きな要因は給与の問題であり、この点に関し、モンゴル側としても

前述の利益分のボーナスとしての配分や、地質調査センターの月給改善（民間140ドルに

対して 120ドル）及び特別手当（子ども１人分の大学への奨学金支給）により対策は打た

れつつある。

②　個人ではなく組織に技術を蓄積することに関しては、モンゴル側は、人材の流出を課題

と認識しているものの、具体的な対策としての認識はいまだ薄い。調査団より組織内での

知識の共有化、及び元C／Pが所属している大学、科学アカデミー等外部と連携をとるこ

とにより、モンゴル鉱業界としてのネットワーク化を図ってほしいと提案し、理解を得

た。現時点では、個人レベルにてC／P及び元C／P間での技術相互交換を実施したり、

（衛星画像担当など）グループごとに共同作業を行ったり、活動成果の論文掲載を行った

りするなど、技術の蓄積を行う糸口は認められる。今後プロジェクト終了までの残り８か月

間で、移転技術の文書・マニュアル化に努めるとともに、今まで実施してきた国内外セミ

ナー、雑誌の発行の継続等を通じたネットワーク化の道筋を、プロジェクト専門家を中心

にシステムとして作っていくことが肝要と思われる。

③　地質調査センターは民間ニーズを反映させるための方策として、有望な鉱物は何かを判

断するために金属の国際市場価格を注視している。しかしながら、国の機関として、市場

に反映されないニーズ、すなわちニッチに対する役割も果たしたいとの意欲もあり、活動

はこれらのバランスをみて行っていきたいとのことである。調査団からは、変化する技術

に対応するため、民間企業や大学など外へのチャンネルを絶やさないよう提言した。

4） インフラ面

　既述のとおり、地質図のプリントに必要な大判用紙や分析試薬がモンゴルで調達不可能な

ため、これら消耗品の調達に課題が残るが、これらは、プロジェクト期間内に調達ルート確

図１　地質調査センターの財政状況概念図
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保の努力を行うことにより、対処する計画である。

　その他の主な機材に関しては、地質図デジタル化のためのコンピューター、プリンター、

ソフトウェア及び顕微鏡等の小型分析機器類が導入されているが、機器類は適切に維持管理

されており、今後の保守・メンテナンスを大きく阻害するような要因は今のところないと思

われる。

（2）中央地質分析所

1） 制度・組織面

　モンゴル政府としては中央地質分析所を技術的に国際的レベルに引き上げ、組織的安定を

図ることを重視していることから、今後中央地質分析所の役割はますます重要なものとな

る。組織形態としては、今後 10 年間は国営企業として存続する見込みである一方、民間企

業からの分析依頼が近年増加していることから、その存在意義が大きいことがうかがえる。

　このため、今後しばらくは中央地質分析所の制度・組織面の自立発展性に大きな問題は生

じないものと考えられるが、適宜状況を確認する必要はあると思われる。

【総合評価】政府の国策により、組織・制度面

の安定度は高いといえる。技術に関しても日

本の本協力やドイツの協力（実施中）の成果

の活用により、更なる向上が見込まれ、現在

既に伸びがみられる分析依頼数の更なる拡大

が見込まれる。財政面については、分析受注

等による収入確保ルートがあるうえ、ドイツ

の協力による会計概念や顧客概念の導入によ

り今後、更に効率的な利益確保が見込まれて

いるため、基本的には改善方向へ向かってい

るといえる。しかしながら、将来的には、高

額機材の刷新コストやメンテナンス実施の困

難性というインフラ面での課題が財政的な自

立発展性に影響してくることが危惧される。

インフラ整備費用の拠出に関しては、通産省

等の上部機関や外部機関を巻き込み、早いう

ちから対応を検討することが望まれる。

中央地質分析所総合評価



－ 12 －

2） 財政面

①　中央地質分析所の数値で見る状況は表１のとおりである。

②　中央地質分析所の財政に関する各種数値は表１のとおり年々増加傾向にあり、それなり

の財政的な基盤はあると思われるが、純利益率はまだ低い状況にある。モンゴルにおいて

売上に対する利益率は10％がひとつの目安になるが、中央地質分析所の2002年を例にと

ると、自己収入１億 3,000 万トゥグルグに対して利益が 810 万トゥグルグであり、利益率

は約６％強と高くない。利益率圧迫の主な原因は、分析のための試薬等を含めた化学原料

のすべてを輸入に頼っているため、経費がかかりすぎることがあげられる。さらに、分析

に利用している機器はほとんど高額なうえ、メンテナンスに手間と費用がかかるため、将

来の財務状況へ悪影響をもたらすことが懸念される。なお、モンゴル側は恒常的に発生す

る分析試料コストの削減対策として、比較的少量の分析試料で作業を行えるXRF（蛍光Ｘ線

分析装置）の活用を考えており、本機材の修理を優先したい意向をもっている。これに対

しては既述のとおり、日本からは修理可能性に関する調査を行うための技術者派遣で対応

表１　中央地質分析所の収入に関連する各種数値

a） 国からの予算＋分析作業等による自己収入（国以外からの収入）の合計

　・2000年　１億4,700万Tg（概算比率は国50％、自己収入50％）

　・2001年　１億7,200万 Tg（国50％、自己収入50％）

　・2002年　２億1,600万 Tg（国40％、自己収入60％）

　・2003年（６月現在）9,000万Tg　（分析作業は７月以降に急増するため前年度と比較

　　　　　　すると金額は高い）

b） 国予算＋自己収入から経費を差し引いた純利益

　・2000年　400万 Tg

　・2001年　600万 Tg

　・2002年　810万 Tg

c） 分析サンプル数

　・2000年　８万サンプル

　・2001年　８万9,000サンプル

　・2002年　９万8,000サンプル

　・2003年（６月現在）４万3,000サンプル（分析作業は７月以降に急増するため、前年

　　　　　　度と比較すると件数は多い）

d） 分析依頼顧客数

　・2000年　101顧客

　・2001年　115顧客

　・2002年　136顧客

　・2003年（６月現在）87顧客
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する予定。

③　中央地質分析所は、自己収入をあげるためには民間企業からの分析業務依頼の増加が不

可欠と考えており、その量を10倍から20倍に引き上げたい意向をもっている。そのため

民間から需要が多い金、銅、蛍石等の定量分析のニーズに応えるべくXRF、ICP（高周波

プラズマ発光分光分析装置）、ガスクロマトグラフ等を使って分析業務を拡大していきた

いと考えている。しかしながら、モンゴル政府としてはこれら必要機材の修理、更新のた

めの十分な予算を手当てすることが困難なため、計画を公表し外国の援助を仰ぐことも視

野に入れたい意向であり、結局、外部機関による援助から抜け出せない状況にある。

④　表１に見るとおり、現在中央地質分析所への分析依頼数は着実に増えている。しかしな

がら、分析を依頼する民間企業はほとんどモンゴル国内の民間企業や、元をたどるとモン

ゴル政府である。今後は、技術レベルを国際レベルにまで引き上げるとともに、コスト面

やスピードでモンゴルの分析所にて分析を行うことのアドバンテージを前面に出し、更に

は国際的なPR展開で分析所の知名度を上げることにより、外資や合弁企業からの依頼を

増やしていく計画である。

⑤　民間需要喚起のためには、技術レベルの向上、機材の維持・管理及び更新が不可欠であ

り、前者については本プロジェクト及びドイツの協力により対応している。しかしなが

ら、将来的に発生することが予想される機材の更新のための予算確保が大きな問題とな

る。経営・会計に関して現在技術移転を行っているドイツ人専門家によると、現在故障中

のXRFについていえば、今後中央地質分析所が分析サービス受注数を増やしたとしても、

更新及びそのメンテナンスに必要な費用の捻出は困難であるという。モンゴルにおける地

質分析の重要性及び同分析所が総合的に地質分析をできる唯一の機関であることから、機

器の必要性＊、利益とコストの検討を十分に行ったうえで、政府の財源システムの再検討

を含め、モンゴル側による何らかの方法で予算の確保がなされることが期待される。

　　　＊　現在故障が指摘されているXRF は、必ずしも分析に必要不可欠な機器ではなく、

　　 時間と試薬コストが多少かかるものの、代替分析手段は存在するとのこと。

3） 技術面

①　組織に技術を蓄積していくことに関しては、地質調査センター同様、モンゴル鉱業界と

してのネットワーク化を図ってほしいと提案し、理解を得た。プロジェクト終了までに、

ノウハウの共有・蓄積に努め、今まで実施してきた国内外セミナー、雑誌の発行の継続等

を通じ、ネットワーク化の道筋をつけることが肝要である。

②　民間のニーズに応え、外資系からの依頼件数を増やすためにも技術力の向上、分析機材

の適正維持・管理が重要となる。また、外部の民間関係者の話では、中央地質分析所は、

分析技術そのものではなく、データの秘守義務及び大量なデータの管理方法といった別の
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視点での信頼性に対する努力が必要との指摘もある模様。同分析所は、外部からのサービ

ス依頼の内容をよく読みとり、外部デマンドに応じた技術力の向上の必要性をしっかりと

認識しているが、本体及びアフターケアプロジェクトの成果の活用に加え、現在同分析所

の経営面、機材の分析方法の教育のために活動中のドイツによる協力を活用し、引き続き

分析の信頼性の確立と向上に努力することが求められる。

4） インフラ面

　機材については、前述のとおり民間需要喚起及びそれらへの対応のため、技術レベルの向

上、機材の維持・管理及び更新が不可欠であるといえる。しかしながら、中央地質分析所で

使用されている機材は、高額かつメンテナンスのコストと労力を要するため、予算確保とメ

ンテナンス窓口の確保が大きな問題となる。前述のとおり、メンテナンス窓口に関しては、

プロジェクト終了前にルート確保に努めるが、機器の刷新費用に関しては、地質試料分析の

重要性及び同分析所の重要性から、政府の財源システムの再検討を含め、モンゴル側による

何らかの方法で予算の確保がなされることが期待される（個々の機材の状況、要対応項目に

ついては、付属資料３．を参照）。

２－５　次期協力要請について

（1）通産省

　総局長より環境問題への対策や鉱業の政策立案を含めた次期協力の一般的な可能性について

の打診があったが、具体的な計画はまだない様子であった（これに対しては、JICAの援助重点

分野の説明を行った）。

（2）地質調査センター

　センター長より、これまでの技術協力の結果、モンゴル側も（特に日本をはじめとした）外

国の機関と共同調査を実施できるレベルになったことを受け、ダイヤモンドや白金の地質調査

の共同実施に対する協力要請があることが伝えられた。これは、現在モンゴル政府からの地質

図作成受注以外の収入確保手段として検討を行っている他事業としての打診とみられる。本調

査団の権限外となるため、援助窓口機関や大使館への相談を依頼した。

　なお、感触としては、この計画は具体化されていないレベルにあり、内容によっては同セン

ターの組織・財政の将来性を左右する要素ともいえるため、同センターとしての実施の可否に

関する入念な検討が必要と思われる。また、実際の調査協力は調査の性質から、民間ベースの

ものが適切と考えられる。
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（3）中央地質分析所

　下記のような協力要請があった。調査団としては、本件に関しては決定権をもつものではな

いが、協力を実施する際重要なのは、モンゴル側が全体計画のなかでのプロジェクトをどのよ

うに位置づけ具体的に何をめざすのかであり、仮に要請がある場合は在モンゴル日本国大使

館、JICA モンゴル事務所に要請書を提出してほしい旨を説明した。

　感触としては、環境問題は重要な課題と認識はするものの、既述のとおり全体像が不明であ

り、まずはモンゴル側で内容を整理することから始める必要がある。

①　環境汚染の分析技術に係る協力

②　XRF を使った地質試料分析に関する協力

③　電子顕微鏡を使った地質試料分析に関する協力

　なお、①については、日本の援助重点分野のひとつである環境問題に関係がある。モンゴル

で深刻化しつつある環境汚染の状況を、本協力による供与機材と技術を利用して定量分析する

ための技術移転に対する協力要請といえる。

　モンゴルでの環境汚染は、鉱山関連の汚染に加え、皮加工工場からの廃液、ポリエチレン等

有機物焼却時に発生するダイオキシンの問題、及び大気汚染が深刻化している。これを受け、

中央地質分析所、モンゴル自然環境省、外国基本投資局、環境科学研究所、国連教育科学文化

機関（UNESCO）等関連機関と対策が協議され始めたところである。対策を進めるにあたって

基礎となる環境分析実施の必要性が確認されたが、どの機関がそれを担当するか、そのデータ

をどのように利用して汚染防止に役立てていくか等の詳細が未定な状況にある。

　かかる背景の下、中央地質分析所としては、本体及びアフターケア協力の成果を活用して新

分野へ活動を展開したい意向がある模様である。このように、この要請は、日本の援助重点分

野での協力であること、さらに、これまでの協力成果の新活用が望めることから、協力の検討

の意義はあるとも考えられる。しかしながら、上記のような状況があるため、特に、今後の当

該分野に係るモンゴル側の計画推移をしばらく見守るとともに、仮に要請があった場合には、

日本の協力として本体及びアフターケア協力の供与機材のフォローアップ、若しくは付加的な

投入にならないよう、注意を払ったうえで検討が必要と思われる。



－ 16 －

　専門家、JICA事務所、モンゴル側のヒアリング結果を基に、モンゴルの鉱業分野概況を以下に

記す。

３－１　モンゴルにおける鉱業の位置づけ（経済開発との関係）

（1）現　況

　調査団討議議事録（M／M）でも確認されたとおり、鉱業はモンゴルにおいて名実ともに重

要な分野であり、全工業生産の 50％、輸出収益の 40％以上を占めている。政府は当該分野の

更なる活性化のため、地質調査の推進、地質図作成、一連の外資誘致政策への取り組みをみせ

ている。

　

（2）課　題

　上記取り組みがあるものの、なおも下記のような課題を指摘することができる。

1） 実質的な外資誘致政策の必要性

　外資誘致政策として、モンゴル政府は、鉱山開発のための外資の呼び込みのため、主

に情報整備と一部税制優遇や関税免除等を実施している。実際に、インターネットやイ

ンフォメーションセンターの整備や各種優遇措置の整備が進んでいることが認められる。

また、金など民間に委ねられる鉱物開発は民間に、そうでないものは官に、といった役

割の仕分けも考慮し、民間や外国の技術が必要な鉱物の開発については積極的に外資誘

致を行うなどの政策判断も存在する模様である。

　しかしながら、長期的に現地で操業を行う際には、税制をはじめとした安定的な政策

がとられることや、現地での企業関係者の生活環境の整備、ひいてはインフラの整備な

ど、（一般的な外資誘致に必要な）他の分野にもかかわる様々な課題が多く立ちはだか

る。また、鉱業は一度資本を投下すると逃避が不可能となるリスクを伴う性質を有する

ことから、税制を含めた政策の急な変更は投資家が注意を寄せるところである。政府の

ガバナンスを含めた包括的な制度改善と安定的な政策の実施が求められる。

2） 経済開発への貢献など、モンゴルに対する利益の確保の必要性

　鉱業活性化のモンゴル経済発展への活用に関しても戦略的な政策が必要と考えられる。

日本では鉱業の発展が、都市インフラ整備など地域の開発や技術の向上に貢献した歴史

がある。一方、モンゴルでは、そういった因果関係になっているか、また発展を促進す

る政策がとられているかというと、疑問が残る。第一に、モンゴル側によれば、財政の

第３章　モンゴルの鉱業分野概況
－参考（今後の方向性を考えるために）－
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面でモンゴルに入る実際の利益としては、①鉱物使用料（鉱区使用料）、②ライセンス料

金、③所得税、の３つがあげられ、年間900万ドル（全体の約30％）が国に入っている

とのことだが、これらが地域開発などの経済開発に確実に利用されているかは定かでな

い。第二に、鉱山開発による地域開発への貢献に関しては、民間投資が盛んな金はほと

んど効果が認められず、一方地域開発への効果が期待される銅山開発に関しては、逆に

インフラ整備の遅れで投資が伴わないことがモンゴル側によって指摘されているものの、

モンゴル経済を発展させるうえで最も波及効果の高い鉱物資源開発の促進や世界市場・

周辺国の開発計画に合わせた鉱山開発など、長期的な政策が存在しないことが懸念される。

　これらを克服すべく長期的視野に立った鉱業政策の立案が必要である。一方、JICAと

しては、これまでの協力の実績で築き上げた信頼関係を基に、モンゴル側に対するコン

サルテーション、そして議論を通じた政策支援を実施する素地は十分にあるといえる。

さらに、昨今のプログラムアプローチの議論の最中、牽引産業をいかにモンゴル自身の

開発目標や貧困削減に生かすかという問いに応え得る上流の政策支援を行う意義は高い

と思われる。

3） 環境政策の必要性

　モンゴル側は、昨今特に、違法な金採掘後の土地の回復がなされないなど、モンゴル

でも環境問題が深刻化しているとの認識をもっているようだが、実質的な政策の実施は

行われていないため、関連省庁との連携による実質的な検討が必要と思われる。

３－２　その他の課題

　活性化が進むモンゴル鉱業界では、地質調査を実施できる人材が絶対的に不足しており、プロ

ジェクトでも現場経験の少ない新卒者の教育や基礎知識の拡充が課題となっていた。モンゴル政

府が今後更に地質調査の推進に注力する方向性にあることにかんがみ、これらの人材の育成が急

務の課題となることが予想される。
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第４章　プロジェクトの教訓

４－１　供与機材の選定について

　既に述べたとおり、本件では ICP（高周波プラズマ発光分光分析装置）、XRD（Ｘ線回析装置）

など高度な分析機器が供与機材として導入されている。当該C／Pはそれらの利点を最大限に活

用して活動を実施していることが評価されている。事実、ICP などの機器は常に稼働しており、

C／ Pはこれらの機器の手入れを毎日実施していることからも、その重要性がうかがわれる。

　しかしながら、ヒアリングでも確認されたとおり、これらの機器については下記のとおり課題

がいくつかあり、JICA にて実施する機材供与計画に対する反省が必要である。

（1）メンテナンス費用に係る課題

　分析機材は精密機器のため、日々のメンテナンスに加え、長期的にはスペアパーツ購入や

オーバーホールが必要となる。これらの費用は相当な額となるため、機材導入の際、JICAの類

似案件での経験を基に具体的な必要コストを相手側に説明することが必要である。

（2）メンテナンス実施のためのルートに係る課題

　上記問題がクリアされたとしても、モンゴルでは、メンテナンスに係るメーカー相談窓口が

ないことが課題となっている。本件では、電子メールや電話を利用して直接メーカーに相談を

行っているが、メーカーとしては問題箇所を実際に調査することができないために、解決が難

しいという問題もあったとのことである。プロジェクト期間内に正式ルートの確立をめざすも

のの、今後の類似プロジェクトでは現地、若しくは第三国を含め、窓口の問題を考慮した調達

を行うことが不可欠である。

（3）機材の選定に係る課題

　今回、供与された機器の一部は、一般競争入札で調達したものだが、専門家によると、性能

の観点から日本ではあまり汎用性のないメーカーのものであることが指摘された。この結果、

のちのち分析精度の低下やメンテナンス関連の種々の問題が発生してくることも考えられる。

プロジェクト供与機材の選定に関しては、JICAの類似案件からの教訓を生かすとともに、派遣

専門家・支援委員会・その他第三者（大学や研究機関）など多くの関係者を巻き込み、意見聴

取し、あらゆる角度から検討したうえで、仕様の決定を行うことが肝要と考えられる。

４－２　専門家の活動について

　今回の調査の所感として、特筆すべき点は、日本側の長期専門家、短期専門家が相手のC／ P
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と高度な信頼関係の下、現場で一体となって技術移転その他の業務を成し遂げていることが、本

協力の成果の達成のためのゆるぎない基礎となっていることである。これは、本体プロジェクト

から日本と築き上げた信頼関係を維持しつつ、今回派遣された専門家が過酷な現地調査に積極的

に参加し技術移転に努めたこと、そしてモンゴル側C／Pの経験やノウハウを尊重し、対等な立

場で活動を続けていることによることころが大きい。今後のモンゴル側との関係においては、こ

ういった長年の専門家の努力の成果を無駄にせぬようネットワークの継続が必要と思われる。





付　属　資　料

１．討議議事録（M／M）

２．評価項目別調査結果整理表

３．主な供与機材の現状と将来的なメンテナンスに関する確認結果

４．議事録集
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